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令和６年度の申請受付は８月３

１日までとなっていますが、令

和６年度内に再度申請受付を行

う予定はありますか。

再度申請を受け付けるかについ

ては検討中です。（令和６年８

月８日現在）申請受付を行う際

には、長崎県ホームページにて

お知らせいたします。

新設
令和７年度の申請受付予定はど

のようになっていますか。

令和７年度も申請受付を２回予

定しています。１回目は6月1日

から受け付ける予定です。

新設 新設

4

「長崎県がん検診精度管理医師

等研修会」の受講証明はどうす

れば良いでしょうか。

通常肺がん以外は受講証が発行

されないため、令和５年度まで

の「長崎県がん検診精度管理医

師等研修会」の受講証明に限っ

ては、証明書の添付は不要です

（県にて出席を確認します）。

　令和６年度以降の上記研修会

については、肺がん以外にも受

講証を発行予定ですので、各自

保管をお願いします。

「県がん委員会が指定する研修

会」とは何を指しますか。ま

た、受講証明はどうすれば良い

でしょうか。

毎年長崎県健康事業団より案内

を行い開催している「長崎県が

ん検診精度管理医師等研修会」

を指します。通常肺がん以外は

受講証が発行されないため、令

和５年度までの「長崎県がん検

診精度管理医師等研修会」の受

講証明に限っては、証明書の添

付は不要です（県にて出席を確

認します）。

　令和６年度以降の上記研修会

については、肺がん以外にも受

講証を発行予定ですので、各自

保管をお願いします。

5

研修会等の受講証等の写しの提

出が必要とあるが、「２.人的配

置」で記載したすべての医師に

ついて提出する必要があります

か。

申請するがん種によって異なり

ます。

・子宮がん…精密検査を担当す

る「専門医」「指導医」につい

ては、すべての医師についてご

提出ください。（「専攻医」は

可能であればご提出くださ

い。）

・胃がん、肺がん、乳がん、大

腸がん…すべての医師について

ご提出いただくことが望ましい

ですが、難しい場合は少なくと

も医療機関内において１名はご

提出ください。なお研修会等の

受講をしていない医師が精密検

査を実施する場合は、医療機関

内部で相談・指導体制を構築し

た上で実施してください。

研修会等の受講証等の写しの提

出が必要とあるが、「２.人的配

置」で記載したすべての医師に

ついて提出する必要があります

か。

すべての医師についてご提出く

ださい。

8

その他（３）県がん委員会より

要請があった場合、精検症例を

県がん委員会等に提出して討議

できるとあるが、具体的にはど

ういうことでしょうか。

各病院から報告される精検実績

等から疑義が生じた場合、必要

に応じ精検症例等について委員

会へ報告を求める場合もありま

すので、それに応じていただき

ますようお願いします。

その他（３）精検症例を県がん

委員会等に提出して討議できる

とあるが、具体的にはどういう

ことでしょうか。

各病院から報告される精検実績

等から疑義が生じた場合、必要

に応じ精検症例等について委員

会へ報告を求める場合もありま

すので、それに応じていただき

ますようお願いします。

要件３　研修会、講習会、関連学会等への参加

要件４　その他要件４　その他

全体

要件３　研修会、講習会、関連学会等への参加
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登録要件・申請書について〈胃・子宮・肺・乳・大腸がん共通〉


